
築上町告示第８３号 

 

築上町一般競争入札告示  

 

条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第

１項及び築上町財務規則（平成１８年１月１０日規則第３８号）第６０条の規定に基づき次のとおり

公告する。  

 

平成２８年６月２１日 

 

築上町長  新 川 久 三 

 

１．条件付一般競争入札に付する事項  

工 事 名 築上町し尿処理施設建設工事 

工 事 場 所 福岡県築上郡築上町大字湊１３１０番 地内 

工 期 契約の効力の発生の日 から 平成２９年１０月３１日 まで 

業     種 土木一式工事 

工 事 概 要 ■ 工 事 内 容：土木・機械・電気・建築 一式 

■ 構    造：鉄筋コンクリート造 

・事務所              １棟 

・トラックスケール    １式 

・車庫        １棟 

 ・機械棟（予備貯留槽、中継槽、反応層含む） １棟 

 ・原料中継槽          １式 

 ・成熟槽       １式 

 ・液肥貯留槽     １式 

 ・土壌脱臭装置    １式 

 ・外構工事      １式 

■ 施 設 用 途：し尿を原料とする液肥製造施設 

■ 処 理 方 式：好気的高温発酵法 

■ 処 理 能 力：１９．５２ｋｌ／日（７，１２５ｋｌ／年） 

■ 計画施工面積：８，５７２．０６ ㎡ 

予 定 価 格 ¥ ８３７，９８２，０００（消費税及び地方消費税を除く） 

最低制限価格 ¥ ７５７，４２０，０００（消費税及び地方消費税を除く） 

 



２．入札参加資格に関する事項 

  条件付一般競争入札に参加できる者は、告示日現在において次に掲げる要件を満たす者でなければ 

ならない。なお、入札及び契約締結時も同様とする。 

参加形態 ・単体企業 

名簿登録 ・築上町に対し平成２７年度指名競争入札参加資格申請書（以下「登録申請」とい

う。）を提出し、当該年度の登録業者名簿一覧表に記載されている者であること。 

地域要件 
・福岡県内に建設業法第３条の規定により当該工事の業種の許可を受けた本社本店

又は支社支店等を有する者であること。 

建設業許可 
・建設工事業について、建設業法（昭和２４年法律第１００号）に基づく土木一式

工事業の許可を有する者で、同法に基づく特定建設業の許可を受け、築上町に当該

業種の登録申請を提出し登録されている者であること。 

必要な要件 ・平成１３年度以降に、建設省告示第１２０６号別表、別表第１「建築物の用途等

による類別」第１類に属する用途の建築物で、し尿処理場又は汚泥再生処理セン

ター（処理能力２０kl／日以上）のプラント本体工事を元請（共同企業体の構成

員としての実績は、代表構成員としての実績に限る。）として施工した実績を有

する者であること。 

・建設業法第２７条の２９の規定に基づく総合評定値通知書（告示日の前日におい

て最新のもの。）のうち「土木一式工事」、「機械器具設置工事」及び「清掃施

設工事」に係る総合評定値（Ｐ）がいずれも９００点以上であること。 

・次に掲げる基準を満たす監理技術者を本工事に専任で配置できること。  

① 土木工事業もしくは機械器具設置工事業もしくは清掃施設工事業に係る監理

技術者資格者証・講習終了証を有する者。 

② 入札期日以前３ヶ月以上前に雇用された者であること。 

③ 配置予定技術者については、傷病、死亡等の極めて特別な場合を除いて、契

約期間中は変更することを認めない。また、特別な場合により配置予定技術者

を変更するときは、同等以上の資格を有する技術者を配置すること。 

④ 技術者の専任は、工事着手予定日からとする。 

⑤ 配置予定技術者が入札参加資格確認書類を提出する時点において、他の工事

（専任工事に限る。）に監理技術者又は主任技術者として従事している場合は、   

従事中の工事に係る工期の終期が工事着手予定日の前日以前であるとともに、

完成を確認するための検査が工事着手予定日の前日までに完了（入札参加資格

確認書類提出後の発注者の責めによる遅延を除く。）する場合を除き配置予定

技術者とすることはできない。 



指名停止措置等 ・築上町、福岡県、国土交通省（九州地方整備局）及び防衛省（九州防衛局）から

の入札参加資格停止等の措置を受けていないこと。 

暴力団排除 ・暴力団員による不当な行為の防止に関する法律（平成３年５月１５日法律第７７

号）第２条第２号に掲げる暴力団、同条第６号に規定する暴力団員である役職員

を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 

その他 ・地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな

い者。 

・告示日以前３ヶ月以内に、手形交換所で不渡手形若しくは不渡小切手を出した事

実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でない

こと。 

・商法（明治３２年法律第４８号）の規定に基づく整理開始の申立て若しくは通告、

破産法(平成１６年法律第７５号)の規定に基づく破産の申立て、会社更生法（平

成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされて

いない者であること（会社更生法の規定に基づく更正手続開始の申立て又は民事

再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更正計画の

認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。）。 

 

 

３．入札の公告及び入札説明書等の配布等 

  本公告は、築上町役場の掲示場への掲示及び築上町ホームページ（以下「ホームページ」という。）

に掲載する。また、次に掲げる書類（以下「入札説明書等」という。）を公告日から入札参加資格

申請受付期限日までホームページに掲載するので、必要に応じてダウンロードし、使用すること。 

入札説明書等 （１）入札公告の写し 

   ※入札参加申請に必要な提出書類の様式を含む。 

（２）設計書 

（３）仕様書 

（４）図面 

（５）その他業務の内容を把握するのに必要と認められる資料 

ホームページ 

アドレス 
http://www.town.chikujo.fukuoka.jp/ 

 

 



 

 

 

４．入札参加資格申請・確認  

入札参加を希望する者は、別に配布する入札参加資格確認申請書及び関係資料（以下「資格確認資料」

という。）を持参により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。  

なお、申請期限日までに資格確認資料を提出しない者、又は入札参加資格がないと認められた者は本

入札に参加することができないものとする。  

また、入札参加資格があると認めた者であっても、入札期日に資格要件を満たしていないときは、本

入札に参加することができないものとする。 

申 請 書 類 （１）入札参加資格確認申請書 

（２）配置予定技術者調書 

（３）誓約書 

（４）その他、各様式に必要な書類 

・配置予定技術者の資格に関する書類の写し及び３ヶ月以上直接的な雇 

用関係を確認できる書類の写し（健康保険証又は雇用保険証等の写し） 

・申請者の所在地及び商号又は名称を記載し、切手を貼付した返信用封筒

を１部提出すること。 

・建設業許可、総合評定値通知書（経営事項審査結果通知書）、配置予定

技術者の資格・講習修了証等が更新中の場合は、その旨が判る資料を提

出すること。 

 

資格確認申請資料

の受付期間等 受付期間 

平成２８年６月２１日（火）から 

平成２８年７月 ４日（月）まで  

※土曜、日曜及び祝祭日を除く。 

受付時間 
午前８時３０分から 午後５時００分まで 

※正午から午後１２時４５分を除く。 

提 出 先 築上町役場 財政課 管財係 

提出部数 １部 

提出方法 持参に限る。 

資格確認結果の 

通知 

・入札参加資格の確認は、資格確認資料の提出期限日現在の事実をもって行

うものとし、その結果は、平成２８年 ７月 ６日（水）までに申請者全

員に通知する。 



その他 ・資料の作成にかかる費用は、提出者の負担とする。 

・提出された資料は、入札参加資格の確認以外に当町において無断で使用す

ることはできないものとする。 

・提出された資料は返却しないものとする。 

・手続きにおいて使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨とする。 

 

 

５．入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明  

 入札参加資格がないと認めた者は、その理由について築上町長に説明を求めることができる。 

説明要求期限  
・説明を求める場合は、平成２８年７月８日（金）までに 

築上町役場 財政課 管財係まで書面にて提出すること。 

説明回答期限  
・築上町長は説明を求められたときは、平成２８年７月１２日（火）までに 

説明を求められた者に対し書面で回答する。  

 

 

６．業務に対する質問及び回答  

質問は、入札参加資格を確認した結果、入札参加資格があると認めた者に対してのみ受け付ける。本

業務内容に質問がある場合は、下記受付期限までに質問書を提出すること。なお、質問に対する回答は、

入札参加予定全員に対してＦＡＸにより行う。 

受 付 期 限 

平成２８年７月７日（木）から 

平成２８年７月８日（金）まで  

※持参する場合は、土曜、日曜及び祝祭日を除く。 

※郵送の場合は、平成２８年７月８日（金）までに必着とする。 

受 付 時 間 
午前８時３０分から 午後５時００分まで 

※正午から午後１２時４５分を除く。 

提 出 方 法 
（１）書面で持参、ＦＡＸ又は郵送により行うこと。 

（２）ＦＡＸの場合、事前に下記送信先に電話連絡してから送信すること。 

送 信 先 築上町役場 築城支所 環境課 環境係 

回 答 期 限 平成２８年７月１２日（火） 午後５時００分まで 

 

 



７．入札執行に関する事項 

現 場 説 明 会 ・現場説明会は実施しない。 

入 札 日 時 等 

執行日時 平成２８年７月１９日（火） 午後１時００分 即時開札 

執行場所 
福岡県築上郡築上町大字椎田８９１番地２  

築上町役場 地階 職員研修室 

入 札 方 法 等 入札回数 ・入札の回数は、１回とする。 

入 札 者 
・入札者は、代表者又は代表者から委任された者が行うものと

する。 

入札保証金 ・入札保証金は、免除とする。 

入札書の 

提出方法 

・入札書は持参によることとし、郵送及び電報等による入札は

認めない。 

入札金額 

・落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額

の１００分の８に相当する額を加算した金額（当該金額に１

円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金

額）をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方

消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わ

ず、見積もった希望金額の１０８分の１００に相当する金額

を入札書に記載すること。 

落札者の 

決定方法 

・予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格を

もって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落

札者とする。 

・落札者となるべき価格と同価格の入札をした者が２者以上あ

るときは、くじ引きにより落札者を決定する。 



そ の 他 ・入札参加者は、入札開始前の注意事項を遵守のこと。 

・入札者が代理人の場合は、代表者からの委任状を当日持参す

ること。 

・入札参加者が１者の場合、入札を公正に執行することができ

ないと認められる場合は、入札を延期又は中止することがあ

る。 

・入札参加者は、入札書に記載した金額に対応した工事費内訳

書を提出すること。 

入 札 の 無 効 
・次のいずれかに該当する入札は、無効とする。  

① 虚偽の申請を行った者のした入札 

② 公告等において示した入札に関する条件に違反した入札 

③ 入札参加資格のない者のした入札。 

④ 同一の入札について、二以上の入札をした者のした入札。 

⑤ 同一の入札について、二以上の入札者の代理人となった者のした入札。 

 ⑥ 入札金額を訂正した入札書による入札。 

⑦ 入札金額、住所、氏名、印影その他入札要件を認定しがたい入札。  

⑧ 競争入札に際し、不当に価格をせり上げ又は引下げる目的で他人と連

合したと認められる者のした入札。 

⑨ 委任状を提出しない代理人のした入札。 

⑩ 前各号に定めるものを除くほか、契約担当者において特に指定した事

項に違反した入札 

 

 

８．契約に関する事項 

 本契約は、築上町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１８年築上

町条例第５２号）の規定による議会の議決又は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１

項の規定による専決処分があった旨を契約の相手方に通知したときに効力を生ずるものとする。 

仮契約・議決事項 

仮契約書 

提出期限 

入札執行日から  

平成２８年７月２７日（水） 午後４時まで 

※土曜、日曜及び祝祭日を除く。 

提出場所 築上町役場 財政課 管財係 

契 約 保 証 金 ・築上町財務規則第８５条の規定による。 

 



９．問い合わせ先 

告示内容・ 

申請・入札 

福岡県築上郡築上町大字椎田８９１番地２ 

築上町役場  

財政課 管財係 

ＴＥＬ：０９３０－５６－０３００ 

ＦＡＸ：０９３０－５６－１４０５ 

工事内容 

福岡県築上郡築上町大字築城１０９６番地 

築上町役場 築城支所  

環境課 環境係 

ＴＥＬ：０９３０－５２－０００１ 

ＦＡＸ：０９３０－５２－００２３ 

 


